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(サン・パウロ教会等跡/長崎奉行所西役所跡/長崎県庁跡・大波止跡,築地跡等)
1.遺跡について

私達当会は、皆様に、遺跡とその環境について、その一部でも損壊や滅失によって失
われることのない、調査、現状保存と活用、整備と公開、破壊に対する原状回復、損壊
や滅失に対する憶測の余地のない再建及びその他の再建、遺跡に関わる可能性の保
全と充実、旦つ、継承を実現すること、を提案し要望します。
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私達当会は、皆様に、遺跡とその環境にっいて、人類の構成員が平等であることにより、
その細大を論ぜず、等しく、人類の痕跡として、等しく、之を、取扱い、調査、現状保存と
活用、整備と公開、破壊に対する原状回復、'損壊や滅失に対する憶測の余地のない再
建及びその他の再建、遺跡に関わる可能性の保全と充実、且っ、継承を実現すること、
を提案し要望します。

私達人類が、日本地域に到達して約3万年が経過します。

私達当会は、私達日本人が、0一その故地、大略、水面下又地上、地下の遺跡に住み
生活している、と自覚することを提案し要望します。

私達当会は、私達、人類が、遺跡を保存し継承することは、一方で、私達人類が、日々
神仏に手を合わせる事象に通ずる事象である、と理解します。

私達当会は、遺跡は、物体ですが、'当該物体に関わる諸般の関係性に於いて、物体が
遺跡として成立する、と理解します。

11.建築と遺跡について

私達当会は、建築の創造と遺跡の存在は、1古来、双方共に人類のアート(aん)であり、
その機能は、双方共に空間上の事象の取扱いによる人類への貢献であり、双方共に同
ーの事象の範疇と、理解します。

私達当会は、己が創造する建築の存在の為に、遺跡の存在を侵すことは、建築学の冒
涜、又は、建築学上の矛盾、建築学の破壊、と理解します。

私達当会は、皆様に、当該の建築学の冒涜、又は、学上の矛盾、学の破壊、を解消す
ることを提案し要望します。

私達当会は、私達人類が、建築の空間と遺跡の空間が分断していると感じるならぱ、
それは、その計画者に建築の創造と遺跡の存在が同一の事象であるとの理解が欠落し
ていることが表現されている、と理解します。

私達当会は、皆様に、人類の活動空間の計画に於いて、建築の創造と遺跡の存在が、
古来、双方共に人類のアート(a此)であり、その機能は、双方共に空間上の事象の取扱
いによる人類への貢献であり、同一の事象であるとの理解に基いて、之を計画し実施す
ることを提案し要望します。

Ⅲ.記録、及び記録と文化財・遺跡の関係につぃて
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私達当会は、人類の全ての記録の手段は、人類の特定の限定された記録意志を表現
する、且っ、特定の作法を以って再現する必要のある、暗号であり、対象の実態を記録
しない、と理解します。

私達当会は、凡そ、人類の対象の実態を記録する意志に対応する人類の選択肢は、そ
れが、人類の記録の意志に対して弱々しいものでしかあり得ないとしても、対象及びそ
の環境又人類とのその他諸般の関連性の現状保存の外にはあり得ない、と理解します。

私達当会は、人類の全ての記録の手段は、実態として、対象の実態の"言酸呆"として機
能せず、人類の"芸術"としてのみ存在し得る事象である、と理解します。



IV.長崎奉行所西役所等遺跡群等について

1.長崎奉行所西役所等遺跡群の範囲について

私達当会は、長崎奉行所西役所等遺跡群の範囲について、以下、認識します。

a)長崎奉行所西役所等遺跡

サンリくウロ教会跡/ご上天のサンタ・マリア教会跡/イエズス会本部跡、糸割符宿老会

所跡、長崎奉行所跡、長崎奉行所西屋敷(西役所)跡、長崎会議所跡、長崎裁判所跡、

九州鎮撫長崎総督府跡、長崎府跡、広運館跡、第六大学区一番中学校跡、第五大学
区第一番中学校跡、広運学校跡、第二代長崎県庁跡、第三代長崎県庁跡、第四代長
崎県庁跡、第玉代長崎県庁跡

(2)大波止還跡

(3)築地遺跡

江戸町跡、高木作右衛門屋敷と五力所町人屋敷跡、長崎奉行所東屋敷跡、船番屋敷跡

2.長崎奉行所西役所等遺跡群と他の遺跡群及び歴史との関係につぃて

私達当会は、長崎奉行所西役所等遺跡群にっいて、東アジアの還跡群、長崎地域の
先史時代、中世、近世の内町・総長80町・外郭機能拠点、近代の遺跡群、又、世界の歴
史との関係性に於いて比較検証、理解されることが必要と理解します。

3.長崎奉行所西役所等這跡群の位置付け

私達当会は、長崎奉行所西役所等遺跡群は、歴史的な経過により、人々に、その地が、
長崎の現代社会に於いては長崎地域の人類の社会の活動の、長崎地域の遺跡群に於
いては、先史時代、中世、近世の内町・総長80町・外郭機能拠点、近代の遺跡群の、地
政上の中核ーハブ(hub)としての位置付けを認識されており、東アジアの遺跡群に於
いては、古来、東アジア交易文化圏,の海洋性内陸連絡拠点のーつであり、出島遺跡や
養生所一精得館の分析窮理所遺跡と共に、日本の社会と歴史に於いては、日本開国と
体系的な近代化及び近代西洋国民主権国民国家形成の始点、世界の社会と歴史に於
いては、近代西洋国民主権国民国家システムの地球規模の拡散の始点と理解します。

4.長崎奉行所西役所等遺跡群等一帯への要望

(1)私達当会は、皆様に、長崎奉行所西役所等遺跡群が遺跡であることより、第一義
に且っ専ら、遣跡を遺跡として調査0保存・活用0継承し、当該の遺跡に、当該の歴史を
証徴させること、を提案し要望します。

(2)私達当会は、皆様に、遺跡の発掘等調査に於いて、開発事業による遺跡の破壊を
前提とした"三酸剥呆存"を目的とした調査ではなく、保存0活用を目的とした調査を行うこ
とを提案し要望します。

(3)私達当会は、皆様に、遺跡にっいて、第一義に且っ専ら、遺跡を遺跡として調査。
保存0活用・継承し、当該の遺跡に、当該の歴史を証徴させる為に、遺跡地に於いて、
現代の機能目的型の建造物を計画せず構築しないことを要望します。

(4)私達当会は、皆様に、当該の長崎奉行所西役所等遺跡群にっいて、当該遺跡群
に関係する歴史の推移が重層的で多様であることより、遺跡実態調査の上、特定の歴
史を表現しない、這跡と歴史の記念公園、即ち、現代の都市長崎に於ける空地(くうち
オープンスペース:open space)とすることを提案し要望します。

私達当会は、旧長崎県庁舎解体が進行して、国道34号線を北から南へ望む、即ち、
市庁舎方面より旧長崎県庁舎を望む、即ち、両側の高層建物群に視線を誘導された先
の水平方向に青空を望む景観にっいて、とても、清澄な印象を誘発する魅力的な景観
であると理解します。
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私達当会は、長崎に於いて、さらに建物の中高層化が進み空が狭くなる状況下に、直
線的な道路と両脇の高層建物により遠近法的に視線が誘導される先に水平に青空が
望める景観は、長崎の丘の現状に特有の且っ地形を象徴する特異な景観であると理解
します。

私達当会は、当該の特徴的且つ特異な都市に於ける空地(くうち:オープンスペース
Open sP印0)の景観は、人類を引き付ける魅力を有すると理解し、この景観を継承し
基層的に活用することを、皆様に、提案し要望します。

(5)私達当会は、皆様に、国道34号線の西に隣接する、旧.長崎県警本部旧本生命ビ
ル跡(万才町4番)にっいて、遺跡実態調査の上、長崎奉行所西役所等遺跡に由来の
あるイエズス会又は托鉢修道会等による「記念聖堂」と併設する「歴史研究資料館」の
設置を提案し要望します。

(6)私達当会は、皆様に、国道34号線の東に隣接する、長崎家庭裁半舮斥長崎簡易
裁判所(万才町6香南部:大村町高島秋帆本邸遺跡)一帯にっいて、漸次、遺跡実態調
査の上、「大村町高島秋帆本邸遺跡公園」又敷地の一角に「古代中世永埼記念館」「高
島秋帆記念館」「近代医学歴史資料館』等を提案し要望します。
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(フ)私達当会は、また、皆様に、「近代医学歴史資料館」1こついて、小島の佐古の"養
生所/(長崎)医学校等遺跡"1こ明治15年頃に竣工した甲種長崎医学校に由来する
律斤)講堂を再建のうぇ之を供用することを提案し要望します。

(添付の『養生所/(長崎)医学校等遺跡の保存・イ霧妾整備・公開に関する陳情書江
(旧長崎市立佐古小学校地とその外周道路を中核として) 2m9年(令和元年)6月28
日金曜日長崎市議会議長五輪清隆様養生所を考える会代表池知和恭』をご参
照下さい)

(8)私達当会は、皆様に、当該の長崎奉行所西役所等這跡にっいて、より消極的な提
案として、当該遺跡群の現在の地上遺跡である文化財保護法上の疇三念物」「有形文化
財」「伝統的建造物群」等としてその様式が江戸中期から後期が中心と考え得る処より、
同じ様式を有する"長崎奉行所西役所"建物を、発掘等調査の成果及び古図や古写真
等遺跡の補完資料により伝統的な材料と工法を以って再建し、市民活動並びに長崎へ
の来訪者の応接への利用を以って活用とすることを提案し要望します。

(9) 1「長崎国際歴史文化都市構想」"日本開国"一日本遺産・世界遺産へ向けて1 にっいて

2m9年(平成31年)1月20日日曜日より、私達当会は、皆様に、長崎市の中心市街
域にっいて、遺跡でもある旧市街域、行政経済機能の新市街域(浦上川河口東岸域)、
抽象文化活動拠点としての長崎水辺の森一帯、とそれぞれの地域の土地利用の履歴
の性格の性格の継承及び地域の特色とその関係性を考察し、ゾーンセ0ne)型の都市を
構想する[長崎歴史文化都市構想一創造環境の共有(sh討e)ー]を、又、北部で浦上、
茂里町地区を想定する[長崎原子爆弾被爆遺跡整備構想]を、南部で柳埠頭一帯を想
定する[長崎国際第二中華街構想]を、之を総合するⅡ長崎国際歴史文化都市構想」
"日本開国"一日本遺産・世界遺産へ向けて1 を提案し、要望し、『長崎奉行所西役所
等遺跡群の調査0保存0活用0公開・整備に関する陳情書 11(サンリくウロ教会等跡/
長崎奉行所西役所跡/長崎県庁跡0大波止跡0築地跡等) 2019年(平成31年)2月2
7日水曜日長崎県議会議長溝口芙美雄様/長崎市議会議長五輪清隆様』で紹
介いたしました。併せてご高覧いただけますよう、お願い申し上げます。

私達当会は、皆様に、当該の長崎奉行所西役所等遺跡群の保存と活用と継承と一体
として相乗効果を創造することを念頭に、 P長崎国際歴史文化都市構想」"日本開
国"一日本遺産・世界遺産へ向けて1 を提案し要望しています。

私達当会は、皆様に、[「長崎国際歴史文化都市構想」"日本開国"一日本遺産。世
界遺産へ向けて1 を実現することを提案し要望します。

(10)私達当会は、皆様に、遺跡や歴史の説明は、既存の、又は、私達当会が、「長崎
国際歴史文化都市構想』に於いて提案し要望する博物館等にて、その他の現代の利便
や機能は、近隣の民間事業により供給することを提案し要望します。

(れ)私達当会は、皆様に、旧長崎警察署の保存と活用にっいて、現状保存し、調査
により原状をも念頭に整備し、例えぱ、警察歴史博物館として活用し、近隣の複数の刑
務所の遣跡と歴史と情報連携を展開することに可能性がある、と理解します。

(12)国道34号線長崎の丘南部一帯での日曜日祝祭日の歩行者天国実施の提案

国道34号線っいては、近代に於いては、歩,行者が中心の道路であったと想定出来ます
が、現代に於いては、道路拡幅して自動車通行が中心となりました。
しかしながら、日曜日祝祭日には昼間でも、自動車、歩行者の利用ともに僅少です。
私達当会は、国道34号線の旧長崎県庁舎付近長崎の丘南部一帯にっいて、日祝祭
日に、之を歩行者天国として、バス路線を臨時に変更し、催事等に開放し、長崎市街の
にぎわいの創出に資することを提案し要望します。

V.添付資料

私達当会は、次に掲げる添付資料を、本陳情書の第二章として提示します。どぅぞ、御
一読下さいますようぉ願い申し上げます。

1.『長崎奉行所西役所等遺跡群にっいて(先史一中世ーサン,パウロ教会等跡/長崎
奉行所西役所跡/長崎県庁跡0大波止跡・築地跡等一内町一総町部町一外郭機能拠点
一現代)』

2019年(令和元年)6月24日月曜日養生所を考える会代表池知和恭

2.『長崎の丘の上2m9年6月16日日曜日万才町よりの風景(写真)
撮影.2019年(令和元年)6月16日日曜日養生所を考える会代表池知和恭』
2m9年(令和元年)6月16日日曜日養生所を考える会代表池知和恭
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3.『遺星亦(remains, ruins, antiquities, d1宮, dig site, monument, relic, arohae
010gical sltes, oovvorld Herlta窒e S辻e・0)、又、遺跡の「人類存在上の価値」につ
いて』

2伽9年(令和元年)5月力日土曜日養生所を考える会代表池知和恭

4.『'例えぱ"・00』

2019年(令和元年)6月2呂日金曜日養生所を考える会代表池知和恭

5.『養生所/(長崎)医学校等遺跡の保存01籍費整備0公開に関する陳情書江(旧長
崎市立佐古小学校地とその外周道路を中核として)添付資料 2019年(令和元年)6
月28日金曜日長崎市議会議長佐藤正洋様陳情人養生所を考える会代表
池知和恭』

2019年(令和元年)6月28日金曜日養生所を考える会代表池知和恭
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以上



(先史一中世ーサン・パウロ教会等跡/長崎奉行所西役所跡/長崎県庁跡・大波止跡・築地跡等一内町一総町80町一外郭機能拠点一現代)

養生所/(長崎)医学校等遺跡の保存と活用より 2019年(令和元年)6月24日月曜日養生所を考える会代表池知和恭

1.長崎奉行所西役所等遺跡群の範囲

1.長崎奉行所西役所等遺跡

サン・パウロ教会跡/ご上天のサンタ・マリア教会跡/イエズス会本部跡、糸割符宿老会所跡、長崎奉行所跡、長崎奉行所西
屋敷(西役所)跡、長崎会議所跡、長崎裁判所跡、九州鎮撫長崎総督府跡、長崎府跡、広運館跡、第六大学区一番中学校
跡、第五大学区第一番中学校跡、広運学枝跡、第二代長崎県庁跡、第三代長崎県庁跡、第四代長崎県庁跡、第五代長崎
県庁跡

才夫'一戸

2.大波止遺跡

3.築地遺跡

江戸町跡、高木作右衛門屋敷と五力所町人屋敷跡、長崎奉行所東屋敷跡、船番屋敷跡

a)近世都市長崎は、中世の西洋式城塞都市を内町として中心部に継承し、その外郭に近世に入って外町を順次形成し、
寛文十二年(1672年)長崎市街内町26町外町54町77町丸山寄合出島合わせて総町80町として形を整え、長崎奉行所
西役所と長崎奉行所立山役所を両端に長崎浦の岬の南北の丘の町と通路を背骨として、肋骨状に亰西に町判りと通路を
抱え、時津、矢上、茂木、野母崎からの往還の人々を受け入れ、寺社を町の周縁山稜碁部に集約し、花街と唐人屋敷を町
の外郭の谷地に囲む、その空間構成は組織的で特徴的あり、且っ、長崎奉行の駐在所としての近世城下町の形態を有し、
長崎内港外港及び近郊には、台場や陣屋や蜂火台を配し、鎖国時代の日本の対外の四っの口(松前、対馬、長崎、薩庫)、
の内の唯一の幕府の直轄地として、情報、軍事、交易の都市としての機能を整えます。
(2)近世都市長崎では、長崎奉行と地役人にて行政運営がなされ、地役人に自治都市の要素が継承されたと考え得ます。
(3)長崎の蓄積と日本開国

近世都市長崎では、栂世紀末には蘭学が成熟し、之が、江戸に東漸して、全国に拡散します。
都市長崎は、中世より蓄積された世界の情報と情報処理技術と九州各藩による長崎警備と海防の整備により、19世紀の
日本の開国に際して、西洋誇国との交渉、'開国の二国間条約の締結、西洋文明の体系的な導入、万事、その正規の舞台
となります。

日本の惰報収集と開国への道のりには、長崎の出島のオランダ商館の存在が、江戸後期には最後の商館長ドンケル.クル
( 2/4 )
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私達当会は、長崎奉行所西役所等遺跡群の範囲にっいて、以下、認識します。

11.長崎泰行所西役所等遺跡群に関わる歴史の推移

"永埼浦の岬一長か崎の岬'は、平成以降の発掘調査により、万才町遺跡、興善町遺跡、桜町遺跡より縄文期の土器残欠又黒曜石の石鉄等、万才町
遺跡より縄文期の石斧の検出、長崎公会堂跡魚の町遺跡での複数の弥生後期土器残欠の検出、万才町遺跡より二地点で中世の五輪世の残欠の検
出、興善町遣跡より弥生後期の石棺甚底部の検出又古墳時代前期の集落の中心的人物の墳墓に副葬と考えられる和製の三角縁四獣鏡又中世の五
輪塔の残欠の検出、桜町遺跡より中世の土坑墓より二十代女性人骨検出、又、一帯より宋時代明時代の複数の中国産の青磁.白磁の検出もあり、当
該地は広範囲に縄文弥生期の生活圏であり、岬は弥生後期から又中世は鶴城桜馬場を拠点とする肥前丹治比氏である永埼氏勢力下の長崎浦地域
の墓域であったと想定でき、又、長崎浦の中国との交流を裏付けています。
また、当地に森崎神社があったとも云われます。

胞前森崎には後その一族が大分府内に移った中国系張氏一族が居住したと丑われます。
当該岬は、先史時代よりの日本人の生活圏であり又習俗的な場として位置付けることができ、束アジア貿易網の拠点のーつであったと考えられます。
ローマ仂トリツクと大村氏による岬の教会や最初の六町以降の町立ては、古代からの当地域の日本人及ぴ東アジア文化拠点の歴史上民俗上に連綿
と継承された墓域並びに生活圏を破壊削平してなされたと想定できます。

元亀二年(1571年)六町の町立て及びサン・パウロ教会仙Nの教会)等建設一天正元年(1573年)から天正二年a574年)と推測できる大村の三城七騎
鑢時の長崎の戦い一天正六年a578年)深堀茂宅と長崎の戦い一天正八年n580年)長崎が教会領となる一天正十六年四月二日(1588年)付豊臣秀
吉は鍋島飛騨守直茂を長崎の代官に任命、同年五月十六日付玉ケ条掟審(長崎が公領となる)一文禄元年(1592年)長崎奉行所を本博多町に設置一
(慶長三年ハ月十八日(1898年9月18日)豊臣秀吉甍去)一慶長三年(1598年)岬の數会にセミナリヨ.コレジョと印刷所を移転一慶長六年(1601年)ご上
矢のサンタ・マリア教会(被昇天の聖母の教会)

(慶長八年(1603年)徳川家康征夷大将軍に任命され幕府を開く)ー(慶長十年(1605年)代宮村山等安大村喜前と交渉し大村領長崎村を公領となし浦
上西村'浦上北村'口別当'外目村・家野村の一部計18蛤石4斗9升8合を大村氏に渡す、長崎甚左衛門長崎村長崎新町の収公により失地長崎を退去)
慶長十九年(1614年)長崎の諸教会破壊、外浦町に糸割符膚老会所設置、寛永十年a6謁年)長崎奉行二人制となる、本博多町の屋敷を東屋敷/西屋
敷に分けて呼称、本博多町の長崎奉行屋敷から出火、5-6町を延焼、外浦町の糸割符宿老会所も類焼、奉行屋敷と敷地交換し、外浦町に奉行所を
建設、寛文三年(1663年)寛文の大火、空前の火火、総町66町内3町無事6町半焼57町全焼、率行所・寺社33及び獄舎など焼く、皐行所の再建に詞
たり奉行所東側の高木作右衛門屋敷と五力所町人屋敷を西浜町の土地と交換して皐行屋敷を拡張、在来地に西屋敷、拡張部分に東屋敷を建てる一寛
文十一年(1671年)奉行牛込忠左衛門、就任と同時に奉行所の分離建設を菓府に申請、同年中に許可一(寛文十二年(1672年)長崎市街内町26町外
町54町77町丸山寄合出島合わせて総町80町となる)一延宝元年(1673年)大目付井上筑後守長崎下向時立山屋敷跡に奉行所を竣工し外浦町の亰
役所(東屋敷)を移し立山役所、旧役所を西役所と称ず一延室二年(1674年)凍屋敷跡地に船番屋敷十七軒が建てられる
安政二年(1855年)長崎奉行所西役所内に活字判摺立所を創設、長崎海軍伝習開設一安政四年a857年)長崎皐行所西役所内に搭学伝習所を発足、
第二次長崎海軍伝習開始、医学伝習成立、長崎製鉄所着工一安政五年(欝58年)長崎奉行所西役所内の語学伝習所を岩原屋敷内の奉行支配組頭
永持享次郎宅に移し英語伝習所と改める一安政六年(1859年)長崎海軍伝習閉鎖、長崎開港一万延元年(18印年)井伊直弼、活字判摺立所の廃止ム
を出す一文久元年(1861年)活字判摺立所、蕃書調所の命により印刷施設の大半を江戸へ送り事実上閉鎖一文久二年a862年)英甑伝習所、片淵郷
組屋敷内の乃武館内に移り英語稽古所(英語所)と改称恒亘取中山門太)一文久三年(1863年)英語所が立山奉行所の集長屋に移る、英語所が江戸町
の元五力所宥老会所跡に移転し洋学所と改める一慶應元年a865年)語学所が新町の長州屋敷跡に移り済美館と改称
慶應四年(1868年)西役所を長崎会議所と改める、各藩の合議制による治安維持を決し列藩は誓約書を認める、長崎裁判所(民政機関)を外浦町に置
き旧天領を管理、沢宣嘉の長崎裁判所総督兼任を発令(大村丹後守が長崎取締として総督を補佐し警備を担当ずる)、沢宣嘉長崎に入港、長崎会識
所を廃止L長崎裁判所が正式に発足、長崎裁判所に九州鎮撫長崎総督府を置く、長崎新町の済美館を広運館と改め立山役所跡に移す、長崎裁判所
を長崎府に改め長崎総督府を廃止沢総督が知府事に就任、長崎府が旧幕府所有の長崎製鉄所を接収、広運館の学制を改め洋学局のほか本学(国
学)'漠学の二局を新設し各局学事章程を定める、長崎府庁を立山役所跡に移し府庁跡(西役所)に広運館を這く、印勗台と改元)、精得館を長崎府医学
校と改称一明治二年n869年)長崎府を長崎県に改め判事野村盛秀が知事に任ぜられる一明治五年(1872年)学制改革[八大学区制]、広運館を第六
大学区一番中学校と改称、太陽暦を実施一明治6年(18乃年)学制の変更[七大学区制]長崎は第六大学区から第五大学区へ、第五大学区第一晋中
学校を広運学校と改称し専ら外国語を教授することになる、県庁舎の土地建物と広運学校の土地建物を交換し県庁舎を新築することになる、広運学校
の校含を立山屋敷に移す、県庁舎建設のため仮庁舎を萬歳町の高木邸に設ける一明治7年(1874年)広運学校を長崎外国語学校と改称、更に長崎英
語学校と改める、西役所跡に新築した県庁舎が開庁(洋風木造二階建)、台風の中心が長岫を通過し風速60mの暴風に県庁含が全壊.諏訪社の青銅
大鳥居も倒壊など被害甚大、立山の長崎外国語学校敷地の一部に官立長崎師範学校を設立一明治8年(1875年)官立長崎師範学校が岩原郷に新築
落成一明治9年(1876年)新築の県庁舎が開庁一明治44年(19n年)外捕町に県庁舎が完成一昭和20年a945年)8月9日午前11時2分長崎市に原
爆投下:正午過ぎ第二次火災で長崎県庁他30力町が全焼一昭和22年(1947年)県庁仮庁舎が立山町に完成し勝山国民学校と県立長崎高等女学校
の仮事務所から移る一昭和28年(1953年)外浦町に長崎県庁舎完成一立山庁舎から移転
平成30年(2018年)1月長崎県庁舎が尾上町の長崎魚市跡へ移転。

Ⅲ,長崎奉行所西役所等遺跡群の性格

私達当会は、長崎奉行所西役所等遺跡群の性格について、以下、理解します。

1、先史時代から中世

(わ長崎地域は、先史時代より長崎県地域等一帯が日本/東シナ海域を囲む地域の海洋性文化圈の構成地域であると考
えられます。

(2)縄文期は地域一帯が人々の生活圏であったと考えられます。

(3)"永埼浦の岬"は弥生後期以前から又中世は肥前丹治比氏である永埼氏勢力下の長崎浦地域の墓域であった可能性
が想定できます。

(4)"永埼浦の岬"の地域に森崎神社があったとも云われます。

(5)肥前森崎に一族が大分府内に移った中国系張氏一族が居住したと云われます。
(6)一帯は中世まで日本人の生活又は習俗的な場、東アジア交易網の拠点のーつとして位置付けることができます。

2.ローマ・カトリックと大村氏による町

(1)元亀二年(1571年)六町の町立て及びサンリ(ウロ教会仙甲の教会)等建設を契機に、長崎氏の拠点である鶴城及び桜
馬場一帯から当該地に町の中心が移り、当該地は地域の政治経済の中心となり、又、世界に知られ、世界と日本の関係を
.基盤に広範囲に世界と日本に影響を及ぽすようになりました。
(2)町の発展

一

'第一期●元亀二年(1571年)最初の六町の町立て(島原町大村町外浦町平戸町文知町横瀬浦町伺祭フィゲイレドは、大
村純忠がまだ生きている事を知ると、キリシタンを集めて協議し、岬を切り開き、木の柵を建て、防衛を強化した。フロイス
『日本史9』第二六章:六Tを巡る高岸の下をすべて総堀とし、さらに東北部も六丁町の脇まで堀を掘り、総堀と繋いだ。『長
崎実録大成補遺』)

'第二期:天正十二年a584年)頃までの計十一町(博多町樺島町今町丑島町内下町を建添:オ跳刷には大堀が掘られ:高台
と低地の境に・は要塞(石垣)が積まれる)

'第三期:文禄元年(1592年)から慶長元年(1596年)に建てられた計二十三町(江戸町浦五島町本興善町後興善町金屋町
豊後町引地町桜町内中町小川町船津町新町を建添.文禄元年a592年)本博多町に泰行所を築くため南側の島原町と本
博多町境にーノ堀を掘削、慶長元年a596年)ニノ堀と三ノ堀を掘肖小内町)

※この時期までの長崎の岬の丘の町は、小規模ながら、西洋式の城館にの場合教会等)と広場を中心とし市域を城嬰に
内包する城塞都市の意義と構造を有します。

(3)日本イエズス会管区長のデ・ルカ・レンゾ氏は長崎総合科学大学長崎平和文化研究所「平和文化研究第39集(201
9年1月)」に論文を寄稿し、長崎の岬の先端のイエズス会本部の教会等の活動にっいて報告しています。当該報止で、本
部の教会が当地での社会全般に関わるものであったが批判もあったこと、当該協会が「長崎の顔」になっていたようであり
記録の出版によ娜艮られた人間にしろヨーロツパでも知られたこと、本部敷地内にあった墓地に埋葬されたイェズス会員に
ついて確認できるだけでルイス・フロイスを含む18名の名前と情報、なかで伊東マンショにっいて、残る資料に見える卓越
した外交能力より日本外交史に欠かせない存在と指摘、墓地の移動のあったこと、敷地の発掘調査により墓地の移動に関
する解明のあることへの期待、印刷機とその関連の施設の動向、を報告し又は表明され、最後に、「ここで紹介したイェズス
会の本部とそこに埋葬された会員は日本と世界の歴史に大きな影響を与えたと断言できょう。ー。」と所感してぃます。
(4)ローマ'カトリツクと大村氏によって建設された新しい町は、日本の各地で遭難するキリシタンが集まる避難所(アジー
ル:独:■Syl、仏aS11e、英日Sylum.聖域・自由領域・避難所)としての性格があります。
(5)ローマ0カトリツクと大村氏によって建設された新しい町は、日本の中世に於ける、後北条氏による城下町小田原、又、
博多や堺のような自治都市などに共通する、新しい中世の町の要素を有すると考えられます。

3.近世都市長崎
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チウスや長崎奉行水野筑後守忠徳の長崎への着任が特別な役割を果たすと考えられます。
幕府は、鎖国政策の当初より海外情報を重視し、貿易許可条件としてオランダ人と通詞により長崎で作成される風説書や
オランダ人の江戸参府によって情報収集しました。

幕府の情報収集の対象は当初はカトリ、ソクの日本周辺諸国での動向でしたが江戸後期には西洋近代の動向へと変化した
と云います。

アヘン戦争を契機としてオランダ領東インド総督は詳細な情報として別段風説書をバタフィアの政庁で調製し日本に送付す
ることを殖民局長官に命じます。1840年送付分の別段風説書第一号はアヘン戦争の情報です。
オランダ領東インドの高等法院司法官からあえて降格人事で日本商館長に任命されたドンケル.クルチウスは、アメリカ合
衆国とぺリー准将の日本来航の準備の情級の別段風説書と総督の書翰と日蘭条約草案の抜粋を携えて嘉永五年a852年
7月)来崎、携行した書面を提出し、嘉永五年(1852年Ⅱ月)出島のオランダ商館長に就任しました。
1853年送付分の別段風説書は、ペリー海軍少将の日本遠征の行動予定とプチャーチン海軍中将のアメリカ艦隊偵察の
動向などが記されています。

1858年バタフィアのオランダ政庁からの別段風説害の送付は中止となり、稽59年ドンケル.クルチウス自身が日本で作
成し幕府に提出した二通の別段風説書が最後の風説書となります。

嘉永六年六月三日(1853年7月8日)アメリカ東インド艦隊司令長官マシュー・ペリーが浦賀に入港(ミシシッピ号以下四佳)、
嘉永六年六月十二日(1853年7月17日)ペリーが一時退去、幕府は、ペリーに次回は長崎に行くように伝えたと云います。
嘉永七年一月十六日(1854年2月13日)ペリーが横浜沖に再来日(サスケハナ以下七隻)、嘉永七年三月三日(1854年3月
31日)日本とアメリカ合衆国がアメリカ東インド艦隊司令長官マシュー・ペリーと大学頭林復斎によって日米和親条約を武蔵
国久良岐郡横浜村字駒形の応接所で締結します。

その翌年より四年間、幕府とオランダ国の共同の国際事業にて長崎でオランダが長崎に教官隊を派遣し又幕府が江戸より
長崎に伝習生を派遣して長崎海軍伝習が実施されます。
長崎奉行所西役所が、大波止とともに、長崎海軍伝習の拠点となります。(長崎海軍伝習所)
幕府は、長崎海軍伝習によって、日本で初めて、近代西洋の文明を国家として計画し且っ体系的に導入します。オランダ国
とオランダ人教官達も、精力的に日本人の要望に応え、日本人は之を吸収します。中世から近世を通じて長崎に連続的に
蓄積され江戸を介して全国に拡散した情報が基盤になったと考えられます。
長崎海軍伝習は安政二年(1855年)に開始、安政四年(1部7年)第二次派遣教官隊が派遣されて第一次派遣教官隊と交代、
又医学伝習が成立し長崎製鉄所の建設が始まり、安政六年(1859年)迄四年間実施の後閉鎖、幕府は海軍拠点を完全に
閏東に移管、一方医学伝習と長崎製鉄所は継続、英語伝習は形と場所を変え、医学伝習所は養生所/精得館に発展、明
治の御一新を経、直接に長崎大学医学部・薬学部/三菱重工業株式会社長崎造船所、土地/施設絲且織/蔵書を介して長崎
大学教育学部・経済学部/県立東高・西高/市立商高/高島炭鉱等へ継承と想定できます。
長崎海軍伝習は、幕府の横浜製鉄所・横須賀製鉄所、明治の日本の海軍、鉄道、造船・重機械工業、天文台と気象台、灯
台と水路図誌、数学教育等に人材を輩出し、更にその学統は世界に人材を輩出し、日本の近代化と世界の福祉に貢献し
ました。

(柁)長崎で締結された日本開国の四つの条約

ブライアン'バークガフ二氏は、2019年(平成31年)1月20日日曜日の長崎新聞"サンデーカルチャー"連戴記事『ながさ
き異聞58』で、嘉永七年の秋に英国と日本は「日英和親条約」を長崎奉行所西役所で調印したと、当地当施設に於ける、
歴史学上重要な出来事を、指抽しています。
長崎では、以下の日本開国の条約が締結されています。

0嘉永七年八月二十三日a854年10貝14助日英和親条約長崎で締結
(英国東インド'中国艦隊司令ジェームズ・スターリング、長崎奉行水野忠徳、長崎目付永井尚志.長崎寮行所西役所に

て締結)

0安政二年十二月二十三日(1856年1月30日)日蘭和親条約長崎で締結
(出島オランダ商館長ドンケル,クルチウス)

'安政四年四月(1857年)水野忠徳長崎奉行を兼帯、目付岩瀬忠震と長崎に出張
0安政四年八月二十九展a部7年10月16日)日蘭追加条約長崎で締結
(ドンケル'クルチウス、水野忠徳、荒尾成允、岩瀬忠震、自由貿易への移行を前提とした貿易規制の緩和、出島への商

人の出入りと取引自由:日本で最初の通商条約と云われます。)
0安政四年九月七日(狐57年10月24助日露追加条約長崎で締結
(プチャーチン、水野筑後守忠徳、岩瀬忠震)

5.現代と長崎

(1)日本開国と世界

日本開国は、幕府が選択した我が国にとって亘要な国策であり、長崎において生起する様々な事象を契機とします。
日本開国は、我が国の歴史上の過去と未来に係る将来に亘うて普遍的な結節点です。
日本開国と、続く明治の御一新以降の日本の国民国家及び主権国民国家としての存続が、現在の西欧文明諸国以外の
国々の主権国民国家としての形成と在り方の先駆であり、この意味で日本開国が地球規模の現代の世界の社会の在り方
に広範な影響を与えている、と考え得ます。

日本開国の後、明治の日本では自由民権運動が勃興し、大日本帝国憲法が発布されて立憲政治が発足、孫文黄興、章
炳麟等は、東京で中国人留学生達を基盤に中国革命同盟会を結成し、日本の自由民権運動関係者達は之を支援、辛ナ
革命が成功して孫文達の国民党政府は中国で最初の共和国を形成し、第二次大戦後の共産党の中国では、アフり力諸国
を援助Lアフり力諸国の独立を助けたことが知られています。

日本の幽由民権運動関係者達は、フィリピンの共和国政府、ロシア革命、インド独立運動、韓国の運動を支援しています。
孫文やこの時期の自由民権家達の思想は幕末の長崎の思想に連動してぃる可能性があります。

4.近代都市長崎

(1)長崎の岬の丘は、近代を通して、遺跡としての江戸期の遺跡としての長崎の"土地の造形"が比較的よく保持されたと
推測します。

(2)長崎の岬の周辺部は、長崎港湾改良工事や中島川の変流工事により埋立や開削が行われ、'近代の遺跡としての"土
地の造形"が出現します。

(3)昭和20年(1945年)8月9日午前11時2分長崎市に漂爆投下.正午過ぎ第二次火災で長崎県庁他30力町が全焼しま
9。当該遺跡は、原爆被爆と二次火災の遺跡です。

(4)近世近代の都市長崎は、日本の近代の始まりと日本の近代の終罵の地です。

.^向

IV.長崎奉行所西役所等遺跡群の遺跡の実態

1.長崎奉行所西役所等遺跡

記念物として、遺跡の外周の石垣が良く保存され、土地造成の水平面もおよそ保存されていると推測でき、複数の絵図や
古写真や原子爆弾被爆後の写真などの遺跡の補完資料との比較により、踏査等によって遺跡としての"土地の造形"の全
体が概略把握できます。

2.大波止遺跡

埋蔵文化財として、絵図や先人の研究成果により、踏査等によって概略の位置や形状が把握できます。

3.築地遺跡

埋蔵文化財として、絵図や先人の研究成果により、踏査等によって概略の位置や形状が把握できます。

4.「内町」と「外町」の"土地の造形"にっいて

慶長元年(1596年)ニノ堀と三ノ堀を掘削し、後に云う「内町」を形成します。
「内町」と「外町」は、地割の大きさや石垣の高さや土地平面の段数など"土地の造形"{こ於いて大きく異なります。この"土
地の造形"又はその相違は口ーマ・カトリツク時代の土地の造成に由来する可ヨ剖生があるにとに留意が必要です。

私達当会は、長崎奉行所西役所等遺跡群にっいて、東アジアの遺跡群、長崎地域の先史時代、中世、近世の内町、総長8
0町・外郭機能拠点、近代の遺跡群、又、世界の歴史との閏係性に於いて比較検証、理解されることが必要と理解します。

( 3/4 )

V.長崎舉行所西役所等遺跡群の位置付け

私達当会は、長崎奉行所西役所等遺跡群は、歴史的な経過により、人々に、その地が、長崎の現代社会に於いては長崎
地域の人類の社会の活動の、長崎地域の遣跡群に於いては、先史時代、中世、近世の内町、総長80町、外郭機能拠点、近
代の遺跡群の、地政上の中核ーハブ(hub)としての位置付けを認識されており、東アジアの遺跡群に於いては、古来、東
アジア交易文化圈の海洋性内陸連絡拠点のーつであり、出島遺跡や養生所一精得館の分析窮理所遺跡と共に、日本の
社会と歴史に於いては、日本開国と体系的な近代化及び近代西洋国民主権国民国家形成の始点、世界の社会と歴史に
於いては、近代西洋国民主権国民国家システムの地球規模の拡散の始点と理解します。

( 4/4 )

以上

Ⅵ.Ⅲ長崎国際歴史文化都市構想」"日本開国"一日本遺産・世界遺産へ向けて1 にっいて

2m9年(平成31年)1月20日日曜日より、私遠当会は、皆様に、長崎市の中心市街域にっいて、遺跡でもある旧市街域、
行政経済機能の新市街域(浦上川河口東岸域)、抽象文化活動拠点としての長崎水辺の森一帯とそれぞれの地域の土
地利用の履歴の性格の継承及び地域の特色とその関係性を考察し、ゾーン(Z伽e)型の都市を構想する[長崎歴史文化都
市構想一創造環境の共有(sh討巳)ー]を、又、北部で浦上・茂里町地区を想定する[長崎原子爆弾被爆遺跡放備構想1を、
南部で柳埠頭一帯を想定する[長崎国際第二中華街構想]を、之を総合する 1「長崎国際歴史文化都市構想」"日本開国"
一日本遺産.世界遺産へ向けて1を提案し、要望しています。併せてご高覧いただけますよう、お願い申し上げます。
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遺跡',,.,,._._、_.,..,_.,_.。,。.,.,.,,
養生所/(長崎)医学校等遺跡の保存と活用より

人類(ヒト:Humanity)は、約700万年前に、アフり力中央部で、類人猿と分岐したと考えられています。
人類化ト)に、共通している特徴としては、直立歩行できること、犬歯の短小化がおきていること、尾が退化していること、などが考えられています。

135億年前、物質とエネルギーが現れる。物理的現象の始まり。
原子と分子が現れる。化学的現象の始まり。

45億年前、地球という惑星が形成される。
38憶年前、有機体(生物)が出現する。生物学的現象の始まり。

0[ヒト亜族:Hominlnal(猿人):チンパンジー亜族との分岐
.sah臼lanthropus (サヘラントロプス属):約700万年前
●■■●●

《400万年前、アウストラロピテクスが骨を道具として用いた可能性の証拠》
●●●■●

《260万年前、初めて、石器の証拠》
●■●●閉

0[ヒト属:Homo](原人~ホモ・サピエンス~現生人類)

'Homo h.b11i■(ホモ'ハビリス:南アフり力と東アフり力で出現):約240万年前一140万年前。石とおそらく動物の骨から道具を製造した。
.....

《200万年前、人類がアフり力大陸からユーラシア大陸へ拡がる》

'Homo ereotU9 (ホモ・エレクトス):糸り'180万年前一約7万年前、間違いなく直立二足歩行

(66万年前~47万年前にネアンデルタール人と共通祖先から古代型サピエンスが分岐した。)
.Homo hBlmel(ホモ・ヘルメイ)

"Homo rode昂18nsls (ローデシエンシス):約30万年前一約12.5万年前

'Hom0 5ap(ens n白ヨnd.rthalen819、又は、Homo n日日nde代ha16nsls(ホモ・サピエンス・ネアンデルターレンシス、又は、ホモ.ネアンデルターレンシス);約25万年前一約4万年前一約3
万年前一約2.4万年前

'Homo seplens ld日ルU (ホモ'サピエンス・イダルトゥ:ヘルト人:エチオピアで発見):約16万年前
《12.5万年前、物めて、日常的に火を使用した証拠》

'Homo seplen$ saplehe (ホモ・サピエンス・サピエンス:現生人類):約25万年前
《7万年前、ホモ・サピエンスがアフり力大陸の外へと拡がる》

3万年前、ネアンデルタール人力蹄色滅する。

1万6000年前、ホモ'サピエンスがアメリカ大陸に住みっく。アメリカ大陸の大型動物相が絶滅する。(現生人類の地球各地への拡散が完了)
1万3000年前、ホモ'フローレシエンシスカ硫色滅する。ホモ・サピエンスが唯一生き残っている人類種となる。
1万2000年前、農耕を開始。
9000年前、小麦を栽培植物化。ヤギを家畜化。
5800年前、牛を家畜化(牧牛)。
4200年前、馬を家畜化(乗馬)。

紀元前2250年頃、メソボタミアのアツシリアの小さな都市国家キシュの王シャッルキンー世のアッカド帝国。(サルゴンー世はへブライ江に基づく英"表記)

一現代

→

ホモ'サピエンス(Homo sepi.hs:ヒト)の誕生を概略すると、ホモ.サピエンス・イダルトゥ(Homo saple"s idaltu:ヘルト人)から系勺80万年勺にネア、ールタール人(H 。 sal n巳ヨn
derthalensls、又は、 Homo noa"derthelensis)が分岐し、 40-50万年前にはホモ・サピエンス・アルタイ(Hom0 き日P1合ns Altel:デニソワ人(Denls。va h。mi,i))がハ岐し、畏終的にホ
モ'サピヱンス'イダルトゥから約28万年前に現生人類、即ち、ホモ・サピエンス・サピエンス(Homo saplon5 $epiens)がハ岐して、その後10万年勺までにホモ.サピエ、ス.イダレよ,色滅
た。これらはヒト属の兄弟種にあナニる。"""

2010年5月7日のサイエンス誌に、アフり力のネグロイドを除く現生人類の核遺伝子には絶滅したネアンデルタール人特有の這伝子が1-4%混入しているとの研北糸士果が発表された。 ■●■●圏

'ーーこのようなネアンデルタール人、デニソワ人、現生人類の間の遺伝子交換現象からは、兄弟種間の混血は通常のことであ。たとも出えられる。
→(「ネアンデルタール人」-wlklped1ヨ 2019/05/10 より)

手厶達現生人類(ホモ'サピエンス'サピエンス:Homosapien5S丑Piehs:ヒト)は、ネアンデルタール人の遺伝子によってJ邑1土への吋広の夕様性そのほか、個体の生7一こナ、ノナ、
形質を継承している、と云われます。'よよ

私達現生人類は、古代型サピエンス以来、現在までに、約80万年強の時間を経過してきたと考えられます。

手厶達現生人類は、草創期より、道具を作り之を用い、又、火を用い、アナトリアーステップー中東一西欧文明では、有史時代に入り、15世紀+以来、大§ル海時代を・卯・,'、、_,こ、
けて、産業革命や自然科学の発展を経過しっつ、近代社会を形成し、之を、世界に拡散しながら、様々な人間関係の内に、福祉と利便と力の,广張へのチヒ向の金、、1足ム、ー" L
ます。

広用関係にイム'、_地に表現してしると考え1守ますが、一方では、過去500年間に特に蓄積された幽然科学の認識を基盤として形成する自然の

現生人類の生存期問のうち、私達人類の現代の生活に直結する期間、即ち、80万年の時間の経過に対する500年の時間の紗過は、イ・か、0.00062 、、.L.、。

.

W"ず脚 H.冒;10匡.6角.・・1 ^

想像、空想、言語の超越性、物語、共有する想像、卿H乍、虚構、社会的構成概念想像上の現実、想像上の秩序、擬制、欲望;
ユヴァル'ノアリ'ラリはその著誓で、人類にっいて、神話、宗教、暴力、虐殺、単戈争、法律、書記体系官僚制、数の言声ヒエラルキー(hieray。h :階尼伽1度)、不正、差 1 き,{ハ
ムー"'"、T青、、a・白'五・.田、吾、玉・ニロ〒・ヨ.文化的夕様性、b.変更、

可能な周境'人類の多様性が激減・非常に安定Lた統治形態・大量殺磁・迫害、戦争、奴隷化、国外追放、組織的大量虐梨、_哲凹や芸栃_、首義や慈善.支_こ、サ=ιξぺ゛

場経験、自由主義、共産主義・フェミニズム(f6minism)・社会主義、イデオロギー(1de。1。gie)、正義、ハンムラビ法典やーメリカム衆国の独十立畳ナ、、_ず、{}、、_ J、
シヨン'ネツトワーウ:communlcetlonNetwo"kの中に存在する)、カ{、噂話の助けを得てまとまる150人を超える、よりタくの人々より成る集団の人々,こ言'ー_ヤ、

躍、生態系が順応できない・人類自身が順応できない(~ゲノムを迂回する)"・一私たちはっい最近までサバンナの負け組のー=だたため、自ハイ゛署二、恐、{゜"'」"

強い願望、革命の携牲者たち:家畜..、とその過去を考察しています'小 B よっ二、日口し二ためにもう引き返せなかった、聖なる介入:他の
(『サピエンス全史(上)一文明の構造と人類の幸福』2016年9月30日初版発行著者:ユヴァル.ノア.ハラリ発1一所:株式厶社河出書一^、よし

又、遺跡の「人類存在上の価値』について

( V2 )
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私達当会は、遺跡にっいて、現代の人類にとって、人類の存在に関する唯一の鏡である、と理解します。遺跡は又、私達人類の風土又環境・景観、又は、その基層で在り得る、と理解します。

私達当会は、遺跡について、人類、又は、人類の社会にとって、人類の過去を客体である事実として認識する二とにより、現在を相対的に位置付け、未来への選択肢を形成する、基礎的で欠かせ
ない契機であり、又は、基盤となる、他に代替できない事象である、と理解します。

遺跡について、昭和25年に設置された『文化財保護法』は、第二条四にて「貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で戰が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、ー・・・(以下

「記念物」という。)」、第百九条にて「文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを史跡、名勝又は天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物止総称する。)1こ指定することができる。2文部科学大
臣は、前項の規定により指定された史跡名勝天然記念物のうち特に重要なものを特別史跡、特別名勝又は特別天然記念物(以下「特別史跡名勝天然記念物止総称する。)に指定することができ
る。」、と規定し、又、昭和二十六年文化財保護委員会告示(後文部省告示にて改正)『特別史跡名勝天然記念物及ぴ史跡名勝天然記念物指定墓準』は、史跡:左に掲げるもののうち我が国の
歴史の正Lい理解のために欠くことができず、かつ、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等において学術上価値あるもの一貝塚、集落跡、古墳、その他この類の遺跡二都城跡、国郡庁跡、城
跡、官公庁、戦跡その他政治に関する遺跡三寺社の跡又は旧境内その他祭記信仰に関する遺跡四学校、研究施設、文化施設その他教育,学術・文化に関する遺跡五医療・福祉施設、
生活関連施設その他社会・生活に関する遺跡六交通・通信施設、治山・治水施設、生産施設その他経済・生産活動に閏する遺跡七墳墓及び碑八旧宅、園池その他特に由緒のある地域
の類九外国及び外国人に関する遺跡特別史跡:史跡のうち学術上の価値が特に高く、我が国文化の象徴たるものと記しています。遺跡は、「有形文化財」、「文化的景観」、「伝統的建造
物弔羊」でもあり1与ます0 また、飾九十二条にて土地に埋敵されている文化財(以下「埋叢文化財」という.)..、飾九十三条にて一貝づか.古墳モの他埋鮭文化財を包蔵する土地として周知されている土地t以下「局知の埋就文化財包哉抽」という.),、第九+玉条にて個及ぴ地方公共団休は、周知の埋
載文化財包献地にっいて"その周知の瞰底を図るために必要な胎置の実施に努めなけれぱならない.と明文し、土地に埋蔵されている状超の文化財とモの周知を規定し富よ.(埋蔵文化財包蔵地の把恨と周知の埋蔵文化財包蔵地七しての決定は、平慮十年九月二十九ヨ庁保記筑七玉号文化庁次長道知を参肌)

『文化財保護法』は、「文化財」を、各々の明文の性質を備える事象として規定し、何人かが各々の事象を「文化財」と決定するように明文規定しません。
私達当会は、このことが、r文化財」の取扱いの内容を柔軟で広範なものにしていることに、十分な留意が必要と認識します。

私達当会は、人類が、歴史や文化財や事象を、歴史や文化財や事隷と認識する迄に、一定の時間を要することに、十分な留意が必要と認識します。

私達当会は、皆様に、遺跡の存在に関Lて従来検討されてきた①「歴史上価値」(人類の過去の認知に関する事象への二瓣鵲歴史の理解にとって意義あるもの)、及ぴ、②r学術上価値」(現在
存在する自然や人類の遺跡の認知に関する事叡への認:哉考古学上、人類学上、地理学上、歴史学上、民族学上、民俗学上、地政学上、論理学上、哲学上、倫理学上、美学上、芸術学上、心理
学上、宗教学上、経済学上一教育学上一数学上一植物学上・生物学上・生命科学上・医学上・工学上・建築学上・環境学上一・人文学上、自然科学上、応用科学上)1こ加えて、③「人類存在上の
価値」(過去、現在から未来へかけての人類の存在の認知に関する車象への認、i哉食事と健康と真善美と幸福への基盤)を、導入する事を、提案し要望します。

私達当会は、「歴史上価値」及び「学術上価値」が、主に遺跡の保存の措置との関係で取り上げられた概念であり、又、「人類存在上の価値」こそは、遺跡の保存は勿論、遺跡の活用において、そ
の骨子となる筈の概念であると認識Lます。

私達当会は、遺跡の考察において、「人類存在上の価値」は、「歴史上価値」及び「学術上価値」の範疇で検討され得る事象への認i誇'であると認識しますが、従来、斯かる視点を、主題として取
り上げて検討されることが少なかったのではないかとの懸念より、今回、改めて、当該の概念を提案します。

私達当会は、遺跡にっいて、①身近な遺跡、②遺跡の網(n.tW引k)の二っの観点より調査、現状保存と活用、整備と公開、継承することが、遺跡の「歴史上価値」及び「学術上価値」又は「人
類存在上の価値」の効果的な発現に必要且っ有効である、と理解します。私達当会は、遺跡にっいて、当該の二っの観点による措置、を提案し、要望します。

私達当会は、皆様に、人類の都市又は現代の生活と遺跡の存在との(相互に全き、又は、住み分けによる)"共存"、を提案し要望します。

私達当会は、人類の羨学上の概念又は価値に於いて、"繰り返しっっ変化する様相"が、最も根源的で普遍的な概念又は価値のーつである、と捉えます。
私達当会は、遺跡が、"繰り返しつっ変化する様相"を具現する、と理解します。

文化財は、私達の生活、又はその環境を形成する要素のーつです。

文化財的な価値は、結果としての物や特定の事象やその関係に依拠しますが、本来、過程や動機や道具や材料の形成や工程、即ち、人の研念、行動、動作に由来すると考え得ます。
文化財的な事象は、茲、自然とは性格を異にしっつ、自然に次ぐ、豊かな情報と情報量を保有します。是は、現代経済効率性概念で行う情報/事象の選別淘汰集約と性質/集約度が異なります。
現代経済効率性概念による事象は、ーつの類型を形成する一方で、之による文化財的な事象の安易な修補、開発行為にょる代替は、私達の生活に於ける、多様で豊かな情報を滅失し、之をー
律でともすれぱ形骸的な情報に置換します。

私達当会は、私達の現代の生活に於ける社会基盤として豊かな情報と情報量を確保する区とを念頭に、遺跡の調査J見q犬保存と活用、整備と公開、原状回復、再建、継承を提案し要望します。

遺跡は、一般に、「人類の活動の痕跡」と云われます。

私達当会は、遺跡にっいて、様々な経緯や要因、自然の変化、人類の概念の変化、又、忘却により、人類の認識から断絶された人類の過去の事実の一部が、何らかの劫機によって、人類に再発
見された事象で、人類にとって、人類の思惑や概念、人類の主観、相対の関係を排除した、唯一、客体である、人類の過去に関わる絶対の存在としての事実であり情報、と理解します。

遺跡は、人類にとって、本来、"記憶'!と"語り"でしかあり得ない、通時的な、人類の過去や、人類が関係した動植物や自然の有様、又はその一部を、初朱的な誠練(遺跡を好きになること)を,甘
介として、目前に、直接に、且っ、共時的に、見せてくれる装置であり仕組であり関係性に外なりません。

遺跡は、人類にとって、人類に関する過去の"一部"ではあっても、既に体験できない過去の出来事としての通時的な限界と、"記憶"と"語り"である主観としての限界、人類の生物上の限界、之
を、超越して、今、又は、これから、体験できる現在の存在、共時的な存在、に変換して、誰でも確認できる客休として、人類の主観とは異なる、正確で、客観的な1=報を与えてくれる'希少な事象
であり、故に、高い「学術上価値」を有します。"
遺跡は、人々の"記憶"と"語り"1こよって、・「歴史上価値」を形成Lます。____
また、遺跡に関わる、過去の"出来事"は、歴史学上の価値として、遺跡の「学術上価値」と認知されます'
一方で、人々の"記憶"と"語り"から断絶され、即ち、完全に「歴史上価値」を喪失した遺跡でも、「学術上価値」やその閏連性を要素に、「歴史上価値」を再生することが可能な場厶があります。
このように、遺跡に関わる「歴史上価値」と「学術上価値」は、本来、相互に関連する、一体不可分の価値であると考える事が出来そうです。
これらの"イ酬直'は、人々の"認識"に関わる事象なので、新しい:耗哉の認知とともに変化するものであることは、よく、人々に、理解される処です。
ヒトが、"価値"を考察する場合には、之が、変化する事象であることを前提としなけれぱならないことは、又、よく、人々に理解される処です。
遣跡は、人類に関する過去の一部であり、全体ではないために、その"価値"を認識する二とは、現代の人類にとって、至難と考えられます。
私達当会は、故に、遺跡の"価値"の認識は、常に、未来の人類に委任する必要がある、と理解します。
私達当会は、"遺跡の価値の認識の未来の人々への委任"、こそは、人類が遺跡を継承するということの"本質"である、と謂、識します。

遺跡にっいて、その一部でも損壊や滅失によって失われることになれぱ、私達が、未だ、認識できない遺跡の価値と共にその遺跡の存在を失うこととなり、人類にとって取り坂しがっかず、修復
が不可能な、絶対的な、人類共通の、損失となります。""

遺跡は、人類にとって、それが、現在の人類の意図に関わらない、そこにしかない、唯一の、希少な、多面的な事諒であるために、人類の意図的で、計画的な、特定の限{した機牝を目的とする
製作品と異なり、他に、代替することができません。"゜'ー

遺跡は、特定の、限定的な、機能や目的によって構成される、記録、模造品、移設、移築と代替することができず、あらゆる当該の遺跡の環境を代替してその存在をホ質させ六いことができません。
私達当会は、私達人類にとって、遺跡は、それ自体が所与の結果であり(歴史上価値)目的でもある(学術上価値)ことが説得力であり意図的な過ヂであり他の目的の為に加工する材料や消費
する手段とは在り方が異なる事象である、と認識します。ーつの事象に、この二っの在り方を、正統に実現することは、論理的に不可育.です。
私達当会は、私達人類にっいて、私達,人類が遺跡を加工すれぱ、私達人類が、遺跡より、当該滅失の情報を認知し取得する事が、一切不可盲"とナ、る事実を、明確に、認識すべき、と理解Lます。
私達当会は、私達人類が、遺跡を遺し継承するとの事象は、私達人類種誰にでも胡る思念とその行動様式、即ち、個人と個人が属する社厶の折学と文化の領域にあると、理停します。
私達当会は、私達人類が、遺跡を遺し継承ずるとの事敦は、古く、人類の神話と怖れと忘却と不可抗力の領域であったと考え得る処、現代では、遺跡は人類にとって何で才・りヤるかとの{徒より
の回答と、遺跡は私にとって何かとの私達一人一人の思惟と自覚と意志、その接点、即ち、私達の社会に於ける共通認識とその成果の煩域にあると、理解します。

私達当会は、皆様に、遺跡とその環境にっいて、その一部でも損壊や滅失によって失われることのない、調査、現状保存と活用、敵伊と公門、破壊に対する原状回復、1.壊や滅失に対する憶測
の余地のない再建及びその他の再建、遺跡に関わる可能性の保全と充実、且っ、継承を実現すること、を提案し要望Lます。ー
私達当会は、皆様に、遺跡とその環境に?いて、人類の構成員が平等であることにより、その細大を論ぜず、等Lく、人類の痕跡として、等しく、之を、取扱い、調査、現状保才と活用、整伊とハ開、
破壊に対する原状回復、損壊や滅失に対する憶測の余地のない再建及ぴその他の再建、遣跡に関わる可能性の保全と充実、且っ、継承を実現すること、を提案し要朗します。
私達当会は、[史跡]の指定基準に示される「学術上価値あるもの」1こついて、正しくその遣跡であることに学術上価値が附防し、正しくその主題の一跡でナ、いナ、、ぱ一跡の冉常上イ値は、,"
主題の事象として附随する二とがないことより、正しくその遺跡であること、を限度とする、と理解します。゜

i臣跡に関わる事象の全体像を復元するのが難しいとすれぱ、具体的な事実はほぽ回復不能です。,ーそれでもなお、牧え力q只られないようナ、問いを発することは不可欠です。、しナ、1 れぎ、「
こには何もなかっナこ」'「遺跡ではない」などという言い訳をして、遺跡を切り捨て、遺跡に直接的、間接的被皇を及ぽすような意図的"署をとることによって・車跡を破壊や10壊や滅失によ'失、
誘惑に駆られかねません、""」】""'

私達当会は、皆様に、遺跡の取り扱いにっいて、遺跡に関する答えが得られないような場合遺跡を現状保存し、継続的に問いを発することによって、牧、を発見して後沌跡を再評{、i。査、
現状保存と活用、整備と公開、破壊に対する原状回復、損壊や滅失に対する憶測の余地のない再建及ぴその他の再建、さらに問いを発し紗けることによる、卑跡に関わる可厶『生 1全[t
且っ、継承を実現すること、を提案し要望します。""ー

田本の現代の生活では、技術とブランド(b胎nd)によって、土地と人類の過去を断絶し、人々は、規格を根拠に、平等と自由を古皿する様に見えます。
アニミズム(anim玲m)では、そのコミュニケーション行為に於いて、呼びかける対象が地元の存在であるの力叫新敦と云います。
私達当会は、遺跡にっいて、その本質に於いて、アニミズム(enimism)の精霊がその土地その土地に存在する様に、その土地その土地に才在する事象であり、本然的にン_イハ、こ
おいて、現代に一般的に行われる集約型の方法を適用すぺき対象ではないと認識します"""

私達当会は、遺跡にっいて、アニミズム(ahlm玲m)の精霊がその土地その土地に存在する様に、その土地その土地に存在する態様が、造跡に与えられる人々の現代の生活の中、.乢づ成するその基層を構成すると認識します。)、'"ニ

私達人類が、日本地域に到達して約3万年が経過します。私達当会は、私達日本人が、・ーその故地、大略、水面下又地上の.跡に住み生活している、と自{すこと.゛
私達当会は、私達人類が、私達人類を、私達人類と各々地域の歴史の正しい理解に導くために、他、私達人類は、血跡住っいて、以上の様な留意への努力と道筋が欠かせない、と理解します。
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"例えば"

まず、"見る"

ということが

先史時代より此の方

現生人類の

存在の在り方.では

なかったでしょうか?

現生人美劃よ、いつから

まず、"見ない"

ようになったのでしょうか?

"遺跡".は

いつも

そこに見えています。
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